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認知症高齢者 虐待防止宣言 

 

日本認知症グループホーム協会は、高齢者虐待防止法施行１０年

の節目に当たり、全国の認知症グループホーム（認知症対応型共同

生活介護事業所）から虐待を完全に排除し、認知症高齢者の明るい

生活の実現にさらに力を注ぐことを、ここに宣言します。 

 

一、私たちは、日本国憲法で保障されている基本的人権の尊重を 

ふまえ、また、2005 年に制定された高齢者虐待防止法の趣旨

に鑑み、ここに高齢者の人権を尊重する立場を明らかにします。 

 

一、私たちは、認知症に苦しむ方々の人権を正しく擁護するととも

に、あらゆる虐待行為（身体的・精神的・経済的・性的）や

ネグレクト（介護放棄）の一切を否定します。 

 

一、私たちは、高齢者虐待防止法制定以来、遺憾ながら、認知症グルー

プホーム内外に生じた諸問題を克服するとともに、家庭や地域社会

に起こり得る虐待問題に関する正しい解決を希求します。 

 

一、私たちは、安心・安全なグループホームの運営を再確認するととも

に、認知症高齢者の人権尊重と虐待防止に全力で取り組むために、

当協会の研修事業等をよりいっそう強力に推進します。 


